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マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください。
有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続やマイナ保険証としての利用などができません
ので、お早めに更新手続をお願いします。
有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁公式noteをご確認ください。

e

T
a
x

-

！！

ー こんな場面で こんなに便利 ーe-Taxの
メリット

24時間

いつでもどこでも
利用可能！

添付書類も
オンライン提出
郵送不要！

マイナポータル
連携で自動入力
手間いらず！

データで保存
ペーパーレスで
すっきり！

確定申告（個人の方）

生命保険料控除証明書などの添付書類は、e-Taxで入力・
送信すれば提出・提示が不要となるほか、マイナポータ
ル連携を活用すると、添付書類の管理・保管も不要

自宅からe-Taxで提出された還付申告は、３週間程度で還付

事業主の方が源泉徴収票のデータをオンラインで提出すれ
ば、従業員の方の確定申告の際に給与情報が自動で入力さ
れ、申告手続が簡単に

納付手続

キャッシュレス納付を利
用すれば、金融機関や税
務署などの窓口に行かず
にPCやスマートフォンで
納付でき、現金や納付書
が不要に

納税証明書の交付請求

税務署の窓口に行かずにス
マートフォンで納税証明書の
交付請求から受取まで可能

納税証明書（PDF形式）は
何度も使用でき、書面で何
枚でも印刷可能

手数料がお得
１税目１年度１枚あたり
e-Tax：370円
書 面：400円
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国税庁 法人番号 7000012050002 令和７年６月

デジタル庁公式note

●

※ e-Taxを始めるための事前
準備など、詳細はe-Taxホーム
ページをご確認ください。

e-Taxホームページ
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クラウド会計ソフト
を利用すると

デジタルインボイス
（Peppol)

を利用すると

IT導入補助金の活用 支援機関（無料相談窓口）の活用

会計・請求業務のデジタル化にあたって

日々の大変な
経理業務を

データで保存
ペーパーレスで

すっきり

ポイント

１

オンライン化で

リモートワーク対応
ポイント

２

データ連携や
自動仕訳で
生産性向上

ポイント

３

ポイント

４

電子帳簿等保存制度
に対応できる

ポイント

１

取引相手の
システムを問わず
自動処理が可能

ポイント

２
会計ソフトと連動し

自動仕訳可能

ポイント

３

請求データの
自動処理で
入力ミス防止

デジタルインボイスへの
対応ソフトはこちら⇒

デジタルインボイス推進協議
会（EIPA）ホームページをご
確認ください。

国税庁HP「事業者の
デジタル化促進」コー
ナーをご覧ください。

「サービス等生産性向上IT
導入支援事業」HPはこちら⇒

中小企業・小規模事業者が
デジタル化に活用できる
補助金です。

国税庁HP「デジタル化に
関する相談窓口一覧」はこちら⇒

デジタル化に関する困りごと
へ関係機関が無料相談窓口を
設け、支援を行っています。

デジタル化の検討にあたって


